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令和７年度「こうのとりのゆりかご」の運用状況に関する短期的検証について 

 

 

熊本市慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご（以下「ゆりかご」という。）」の運

用状況については、当専門部会において、６ヶ月ごとに検証を行い、別添報告書のとおり報

告してきたが、令和７年（2025年）４月１日から令和８年（2026年）３月３１日までの検証

結果を次のとおり総括する。 

 

１ 「ゆりかご」の運用状況について 

令和７年（2025年）４月１日から令和８年（2026年）３月３１日までに「ゆりかご」

には７件の預け入れがあり、預け入れにあたっての違法性の検討や、許可時の留意事項

の遵守状況について次のとおり検証を行った。 

 

（１） 違法性の検討について 

令和７年（2025年）４月１日から令和８年（2026年）３月３１日までの慈恵病院の「ゆ

りかご」の運用状況に刑法上の「明らかな違法性」は認められない。 

   子どもの権利の侵害や預け入れまでの安全性を含め、今後も個別の運用状況を総合的

に検討する必要がある。 

    

（２） 許可時の留意事項の遵守状況について 

（ア）子どもの安全の確保 

     預け入れられた後の子どもの安全確保については、特に問題の発生は確認されて

いない。 

（イ）相談機能の強化 

  「ゆりかご」を使うことなく事前の相談で支援につなげることができるよう、病

院としての相談業務に取り組まれている。 

（ウ）公的相談機関等との連携 

   「ゆりかご」の運用に関する公的相談機関等との連携については、情報公開のあ

り方も含め、適切に対応されている。 
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２ 専門部会で述べられた主な意見 

  

 ゆりかごによってこれまで多くのこどもの命が救われているが、陣痛発来時や出産直後

の母親が、ゆりかごへの預け入れを目的として、自ら自動車を運転することはやはり母

子ともに大きな危険が伴う行動である。 

 周産期メンタルヘルス支援に繋がれば、育児が難しい状況の保護者でもゆりかごに預け

入れる以外の選択肢ができるのではないか。 

 母子手帳申請により産前から支援につながることができる一方、親族に妊娠を知られる

ことへの不安から申請をためらう保護者もいることから、児童相談所等へ相談に行って

も責められることはないことを伝えて欲しい。また、相談者の想いを尊重し柔軟性のあ

る対応をする必要がある。 

 こどもの出自を知る権利を守るために記録を残しておくことや将来の開示請求に対する

備えなどが必要である。 

 特別養子縁組に関する預け入れ者の意向や預け入れ時の状況等の記録は、家庭裁判所の

判断に資する資料の一つとして有用である。 

 幼少期から権利擁護に関する教育を受けることは、将来、周囲の人に助けを求める力や、

適切に支援を受ける力の育成につながるのではないか。 

 母子手帳を取得していない妊婦は母子保健サービスにつながりにくい。このため、電話

相談を入口として、個々の事情に応じ、生活困窮やメンタルヘルス等、妊婦支援に限ら

ない支援制度も含めた具体的支援につなげていくことが重要である。 

 

 

 ３ 預け入れ状況の公表 

   ゆりかごの預け入れ状況については、子どもの人権とプライバシーを守るため個人の

識別につながる恐れがないことを基本として、社会的検証につなげていく観点から、公

表項目について検討を行い、別紙のとおり当部会としての結論を得た。 
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別紙

項     目

1 件数

2

3

4 性別

6 体重（新生児のみ）　※2

7 健康状態　※3

8 身体的虐待の疑い

9 病院からの手紙の持ち帰り

10

11

12
熊本市が戸籍を作成した件数
※4

13

14

15 父母等の居住地　※6

16 父母等引取り

17 母親の年齢

18 預け入れに来た者

19 出産の場所

20 母親の婚姻状況

22 家庭の状況

23 きょうだいの状況

１　公表の期間 年度毎の１年間とする。

２　公表項目 下記の２５項目とする。

区       分

件数

発見日時
７区分：日曜～土曜

４区分：0～6、6～12、12～18、18～24時

２区分：男女

5 年齢　※1
３区分：新生児、乳児、幼児

うち早期新生児（生後7日未満）

３区分：1,500g未満、2,500g未満、2,500g以上

２区分：良好、要医療

有無

有の件数

子どもと一緒に置かれて
いたもの（着衣以外）

有の件数

父母等からの手紙　有の件数

有の件数

父母等からの事後接触※5
有の件数

時期　４区分：当日、１週間未満、１ヶ月未満、１ヶ月以上

１１区分

有の件数

５区分：１０代、２０代、３０代、４０代、不明

５区分：母親、父親、祖父母、その他、不明

5区分：医療機関、医療機関（推測）、自宅、車中、
その他（上記以外）、不明

5区分：既婚（婚姻中）、離婚、死別、未婚、不明

21
ゆりかごまでの主たる
移動（交通）手段

5区分：車（自家用車）、航空機、新幹線等鉄道、
その他（上記以外）、不明

3区分：ひとり親家庭、婚姻世帯、その他

4区分：あり、うち3人以上、なし、不明

24 子どもの実父
6区分：母親と婚姻中（夫）、母親と内縁関係、その他（恋人等）、その他
（詳細不明）、実父に別に妻子あり、不明

25

ゆりかごに預け入れした理由
（複数回答）
（預け入れに来た者からの聞き
取りなどを基に分類）
※７

10区分：生活困窮、親（祖父母）等の反対、未婚、不倫、世間体・戸籍、
パートナーの問題、養育拒否、育児不安・負担感、その他、不明

4



※１　年齢（子どもに添えられていた手紙や医学的判断から推定）

　　　・新生児　→　生後１ヶ月未満

　　　・乳児　　→　生後１ヶ月～生後１年未満

　　　・幼児　　→   生後１年～就学前

※２　体重（新生児のみ）

　　　1,500ｇ未満（極低出生体重児）、1,500ｇ～2,500g未満（低出生体重児）、2,500ｇ以上

※3　健康状態

　　　・良好　　→　医師による健康チェックの結果、異常なし。

　　　・要医療　→　医師による健康チェックの結果、精密検査等なんらかの医療行為を要する場合。　

※４　熊本市が戸籍を作成した件数

　　　棄児として戸籍法第５７条に基づき熊本市が戸籍を作成したもの。

※５　父母等からの事後接触

　　　親の判明には至らなくても、直接に、あるいは手紙、電子メール、電話、その他の方法により、

　　　父母等と接触できたもの。

　　　熊本県内、九州地方（熊本県以外）、四国地方、中国地方、近畿地方、中部地方、関東地方、

　　　東北地方、北海道地方、国外、不明

※７　 ゆりかごに預け入れした理由（複数回答）

　　　複数の項目に該当する場合、それぞれの項目に計上

※６　父母等の居住地
　　　父母等との事後接触や児童相談所の社会調査等により確認できたもの
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「こうのとりのゆりかご」の運用状況の検証に関する報告（NO.52） 

（検証対象期間：令和７年（2025年）４月１日～令和７年（2025年）９月３０日） 

 

 平成１９年５月１０日に慈恵病院が設置した「こうのとりのゆりかご（以下、「ゆ

りかご」という。）」の令和７年度上半期における運用状況の検証結果について、次の

とおり報告する。 

 

１ 違法性の検討について 

上記対象期間の「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れない。 

なお、子どもの権利を侵害しないように、今後も本部会において個別の運用状況

を継続的に検討する必要がある。 

 

２ 許可時の留意事項の遵守状況について 

（１）子どもの安全確保 

   対象期間中、特に問題の発生は確認されていない。 

   ①設備の保守点検は、適正に行われていることが「保守点検表」に基づき確認

された。 

   ②病院及び熊本市関係職員による会議は、適切に開催され運用に関する各種連

絡・調整が図られている。 

（２）相談機能の強化 

   「ゆりかご」を使うことなく事前の相談につなげるよう、病院として相談業務

に取り組まれている。慈恵病院が設置された「ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの相談

窓口」には、４月～９月に合計８９５件の相談が寄せられている。また、毎月カ

ンファレンス会議を開催し、相談員の情報の共有化を図っている。 

（３）公的相談機関等との連携 

 「ゆりかご」の運用に関する公的相談機関等との連携については、警察への通

報、児童相談所・市への通告及び情報公開のあり方も含め、適切に対応されてい

る。 

  

３ 現時点での検証評価 

以上のとおり、「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れず、また、許可時に付した上記記載の３つの留意事項についても遵守されている。

今後も引き続き「ゆりかご」の運用状況の検証を継続する必要がある。 

 

 

 

専門部会報告書 
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４ 第７２回専門部会(令和７年（2025年）４月２３日開催)で述べられた主な意見 

 

 預け入れ者が残した手紙などの情報については、内容によってはこどもに渡す時

期が難しく、加えて、開示請求が行われた際は法的に預け入れ者のプライバシー

に関わる部分もあり、情報の取扱いには難しい問題がある。 

 預け入れ者の親からの支援だけでなく、社会的な支援がより充実することで、預

け入れに至ることなく、また、ゆりかごへの預け入れを支援の契機として、こど

もを育てていくことができる可能性がある。 

 匿名性が担保されることで、預け入れ者も安心して身元情報以外の情報について

残される場合がある。 

 

○第７３回 熊本市要保護児童対策地域協議会「こうのとりのゆりかご」専門部会 

  ・開催日時：令和７年（２０２５年）１１月７日（金）１４：３０～ 

 

 （委員名簿） 

氏  名 役  職 備考（分野） 

安部 計彦 日本児童相談業務評価機関 代表理事 児童福祉 

丸住 朋枝 弁護士 法律 

堀 浄信 熊本県養護協議会 会長 社会的養護 

岩井 正憲 宮崎県立延岡病院 小児科部長 小児科 

遊亀 誠二 益城病院 精神科医師 精神科 
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「こうのとりのゆりかご」の運用状況の検証に関する報告（NO.53） 

（検証対象期間：令和７年（2025年）１０月１日～令和８年（2026年）３月３１日） 

 

 平成１９年５月１０日に慈恵病院が設置した「こうのとりのゆりかご（以下、「ゆ

りかご」という。）」の令和７年度下半期における運用状況の検証結果について、次の

とおり報告する。 

 

１ 違法性の検討について 

上記対象期間の「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れない。 

なお、子どもの権利を侵害しないように、今後も本部会において個別の運用状況

を継続的に検討する必要がある。 

 

２ 許可時の留意事項の遵守状況について 

（１）子どもの安全確保 

   対象期間中、特に問題の発生は確認されていない。 

   ①設備の保守点検は、適正に行われていることが「保守点検表」に基づき確認

された。 

   ②病院及び熊本市関係職員による会議は、適切に開催され運用に関する各種連

絡・調整が図られている。 

（２）相談機能の強化 

   「ゆりかご」を使うことなく事前の相談につなげるよう、病院として相談業務

に取り組まれている。慈恵病院が設置された「ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの相談

窓口」には、１０月～３月に合計８１６件の相談が寄せられている。また、毎月

カンファレンス会議を開催し、相談員の情報の共有化を図っている。 

（３）公的相談機関等との連携 

 「ゆりかご」の運用に関する公的相談機関等との連携については、警察への通

報、児童相談所・市への通告及び情報公開のあり方も含め、適切に対応されてい

る。 

  

３ 現時点での検証評価 

以上のとおり、「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れず、また、許可時に付した上記記載の３つの留意事項についても遵守されている。

今後も引き続き「ゆりかご」の運用状況の検証を継続する必要がある。 

 

 

 

専門部会報告書 
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４ 第７３回専門部会(令和７年（2025年）１１月７日開催)で述べられた主な意見 

 

 ゆりかごによってこれまで多くのこどもの命が救われているが、陣痛発来時や出

産直後の母親が、ゆりかごへの預け入れを目的として、自ら自動車を運転するこ

とはやはり母子ともに大きな危険が伴う行動である。 

 周産期メンタルヘルス支援に繋がれば、育児が難しい状況の保護者でもゆりかご

に預け入れる以外の選択肢ができるのではないか。 

 母子手帳申請により産前から支援につながることができる一方、親族に妊娠を知

られることへの不安から申請をためらう保護者もいることから、児童相談所等へ

相談に行っても責められることはないことを伝えて欲しい。また、相談者の想い

を尊重し柔軟性のある対応をする必要がある。 

 

 

○第７４回 熊本市要保護児童対策地域協議会「こうのとりのゆりかご」専門部会 

  ・開催日時：令和８年（２０２６年）４月２８日（火）９：３０～ 

 

 （委員名簿） 

氏  名 役  職 備考（分野） 

安部 計彦 日本児童相談業務評価機関 代表理事 児童福祉 

丸住 朋枝 弁護士 法律 

堀 浄信 熊本県養護協議会 会長 社会的養護 

岩井 正憲 宮崎県立延岡病院 副病院長 小児科 

遊亀 誠二 益城病院 精神科医師 精神科 
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２ 預け入れ状況について 
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○令和7年度 公表項目及び件数
（単位；件）

項目 備考

日 １

月 １

火 １

水 ０

木 ０

金 ３

土 １

0～6時 ０

6～12時 １

12～18時 ３

18～24時 ３

男 ２

女 ５

新生児（生後１ヶ月未満） ６

（うち早期新生児（生後7日未満）） ５

乳児（生後１ヶ月～生後１年未満） ０

幼児（生後１年～就学前） １

1,500g未満（極低出生体重児） ０

2,500g未満（低出生体重児） １

2,500g以上 ６

良好 ４

要医療 ３

9 ５

10 ７

11 ５

12 ５

13 ４

当日 ４

2日目～1週間未満 ０

1週間以上～１月未満 ０

１月以上 ０

県内 ０

九州（熊本県以外） ０

四国 ０

中国 １

近畿 ０

中部 ０

関東 ０

東北 ０

北海道 ０

国外 １

５

16 ０

区分 件数

2

発見日時

曜日

1 件数 件数 ７

6 体重（新生児のみ）

3 時間帯

4 性別

5 年齢

7 健康状態　※１
※１健康状態
・良好⇒医師による健康
チェックの結果、異常なし。
・要医療⇒医師による健康
チェックの結果、精密検査等
何らかの医療行為を要する場
合。

8 身体的虐待の疑い 有の件数

病院からの手紙の持ち帰り 有の件数

子どもと一緒に置かれていたもの
（着衣以外）

有の件数 ※２熊本市が戸籍を作成した
件数
棄児として戸籍法第５７条に
基づき熊本市が戸籍を作成し
たもの。

０

父母等からの手紙　有の件数

熊本市が戸籍を作成した件数　※２ 有の件数

父母等からの事後
接触　※３

有の件数

14 接触時期

※３父母からの事後接触
親の判明には至らなくても、
直接に、あるいは手紙、電子
メール、電話、その他の方法
により、父母等と接触できたも
の。

不明

※４　父母等の居住地
父母等との事後接触や児童
相談所の社会調査等により確
認できたもの。

父母等引取り 有の件数

15 父母等の居住地　※４
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（単位；件）

項目 備考

１０代 １

２０代 ２

３０代 １

４０代 ０

不明 ３

母親 ４

父親 ２

祖父母 ０

その他 ０

不明 ２

医療機関 ０

医療機関（推測） ０

自宅 ５

車中 ０

その他（上記以外） ０

不明 ２

既婚（婚姻中） ０

離婚 ０

死別 ０

未婚 ４

不明 ３

車（自家用車） ２

航空機 ０

新幹線等鉄道 ３

その他（上記以外） ０

不明 ２

ひとり親家庭 ０

婚姻世帯 ０

その他 ７

なし ２

あり １

（うち3人以上） ０

不　　明　　 ４

母親と婚姻中（夫） ０

母親と内縁関係 ０

その他（恋人等） １

その他（詳細不明） １

実父に別の妻子あり １

不明 ４

生活困窮 ４

親（祖父母）等の反対 １

未婚 ３

不倫 ０

世間体・戸籍 ２

パートナーの問題 １

養育拒否 １

育児不安・負担感 １

その他 １

不明 ３

件数区分

17 母親の年齢

18 預け入れに来た者（複数回答）

19 出産の場所

25

ゆりかごに預け入れした理由
（複数回答）
（預け入れに来た者からの聞き取
りなどを基に分類）　※５

※５　ゆりかごに預け入れした
理由

複数の項目に該当する場合、
それぞれの項目に計上。

23 きょうだいの状況

20 母親の婚姻状況

子どもの実父24

21
ゆりかごまでの主たる移動（交通）
手段

22 家庭の状況
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公表（開示）のあり方について 

 
 
１ 公表(開示)に当たっての基本的考え方 

 ゆりかごの利用状況に関しては、多くの人々による社会的検証の必要があることから、

可能な限り公表（開示）することが望ましい。 

 

 

 

２ 公表(開示)の対象としないもの 

熊本市情報公開条例により開示してはならないとされているもの。 

(1)  熊本市情報公開条例７条第２号に規定する特定の個人が識別されうる情報等(児

童福祉法の理念に基づき、また子どもの人権とプライバシーを守るため、「特定の個

人を識別することができることとなる」情報の範囲の検討は十分慎重に行う。) 

 

(2) 熊本市情報公開条例７条４号のイに規定する法人に関する情報であって、市長から

の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報で、その公にしない理由

が合理的であると認められるもの。 

 

(3) 熊本市情報公開条例７条７号に規定する国等が行う事務に関する情報であって、公

にすることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。 

 

 

 

３ 公表(開示)の対象期間 

 専門部会に報告され審議・確認が行われた令和７年度（2025年度）の事例件数を公表

（開示）の対象とする。 

なお、件数の整理上、基準日については、令和８年（2026年）３月３１日とする。 
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（参考）  

熊本市情報公開条例（抄）  

 

（不開示情報）  

第７条  次に掲げる情報は、開示してはならない。  

(1) 略  

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな

いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。  

ア  法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報  

イ  人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報  

ウ  当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１

項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職

員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分  

(3) 略  

(4) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。  

ア  公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの  

イ  実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの  

(5)～ (6) 略  

(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人

が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるお

15



 

 

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの  

ア  監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ  

イ  契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公

共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に

害するおそれ  

ウ  調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ  

エ  人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ  

オ  市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政

法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  
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３ 妊娠に関する悩み相談の状況について 
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○ 熊本県、熊本市、慈恵病院における相談体制　  　　　　　　　　    　                                            令和8年4月現在　　

相談名 性と健康のオンライン相談事業

相談時間 ２４時間３６５日受付可能

相談方法
・テキスト相談（メッセージを送信して平日２４時間以内に返信。）
・通話相談（１回２０分以内。事前予約必要。）

対応者
看護師、不妊症看護認定看護師、公認心理師、臨床心理士、助産師、生殖補助医療胚培養士、不妊
治療に関する専門知識を有する者

概　要

株式会社ファミワンへの委託事業として実施。
必要に応じ、対面相談への移行も可能。
利用方法については、専用WEBサイトに掲載（https://wellness.famione.com/gov/kmm）

相談名
妊娠や出産に関する相談
（妊産婦等生活援助事業）

相談時間
電話・来所相談　９時～１７時３０分（日曜・祝日を除く）
メール相談　　　受付は２４時間、回答は８時３０分～１７時３０分（日曜・祝日を除く）

相談場所 社会医療法人　愛育会　福田病院

対応者 社会福祉士、助産師

概　要

電話・来所・メール相談
＜電話相談＞
・096-322-2995
・「母子サポートセンターに相談です」とお伝えください。
＜来所相談＞
・母子サポートルームにて対応
＜メール相談＞
・info@fukuda-hp.or.jp

相談名 妊娠に関する悩み相談

相談時間
電話相談　８時３０分～１７時１５分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
来所相談　９時００分～１６時３０分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

相談場所 各区保健こども課地域健康班、各区福祉課福祉相談班

対応者 職員、嘱託職員（専門相談員）

概　要 電話・来所相談

相談名
にんしんSOS熊本（思いがけない妊娠・出産に関する悩み相談）
（妊産婦等生活援助事業）

相談時間 ２４時間・年中無休　電話：080-9068-7528

相談場所 熊本乳児院

対応者 熊本乳児院職員（助産師、保育士、社会福祉士等）

概　要 電話・メール・来所相談

相談名 妊娠内密相談センター

相談時間
８時３０分～１７時１５分（夜間・休日は『にんしんSOS熊本』と連携して対応）
電話：096₋366-3060

相談場所 ウェルパルくまもと

対応者 保健師、社会福祉士、心理相談員、養護教諭等

概　要 電話・メール・面談相談

相談名 ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの相談窓口

相談時間 24時間　フリ－ダイヤル　0120-783-449

相談場所 慈恵病院（電話相談は音声転送装置により専用携帯電話に転送。）

対応者 助産師、保健師、社会福祉士、公認心理士、保育士等

概　要

＜電話相談・LINE相談＞
・24時間　交代制　13名で対応
＜メール相談＞
・soudansitu@jikei-hp.or.jp
＜来院相談＞
・新生児相談室で対応

熊

本

市

慈

恵

病

院

熊

本

県
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令
和
8
年
3
月
末
　
時
点

※
平
成
2
9
年
度
よ
り
、
熊
本
市
件
数
に
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
で
受
け
た
相
談
件
数
を
含
む
。

※
令
和
５
年
度
よ
り
、
熊
本
市
件
数
に
妊
娠
内
密
相
談
セ
ン
タ
ー
で
受
け
た
相
談
件
数
を
含
む
。

※
熊
本
県
で
は
妊
娠
や
出
産
に
関
す
る
相
談
（
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
含
む
）
と
し
て
、
R
7
年
度
に
別
途
5
,2
3
3
件
あ
る
。

　

妊
娠
に
関
す
る
悩
み
相
談
件
数
　
３
機
関
合
計

【
参
考
】

年
度

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

熊
本
県

25
3

20
4

12
9

12
4

12
6

85
63

64
62

88
68

84
10
0

77
62

62
45

33
67

熊
本
市

73
2

59
4

43
9

39
1

43
8

49
6

39
2

44
5

30
8

19
7

47
1

72
6

59
7

46
3

73
6

1,
00
5

2,
58
5

2,
66
1

4,
36
8

慈
恵
病
院

50
1

47
2

51
3

59
1

69
0

1,
00
0

1,
44
5

4,
03
6

5,
46
6

6,
56
5

7,
44
4

6,
03
1

6,
58
9

7,
00
1

4,
71
8

2,
79
9

1,
64
3

1,
42
1

1,
71
1

３
機
関
合
計

1,
48
6

1,
27
0

1,
08
1

1,
10
6

1,
25
4

1,
58
1

1,
90
0

4,
54
5

5,
83
6

6,
85
0

7,
98
3

6,
84
1

7,
28
6

7,
54
1

5,
51
6

3,
86
6

4,
27
3

4,
11
5

6,
14
6

合
計 1,
79
6

18
,0
44

60
,6
36

80
,4
76

上
半
期

下
半
期

計
①

上
半
期

下
半
期

計
②

熊
本
県

21
12

33
32

35
67

34

熊
本
市

1,
30
8

1,
35
3

2,
66
1

1,
90
6

2,
46
2

4,
36
8

1,
70
7

慈
恵
病
院

78
4

63
7

1,
42
1

89
5

81
6

1,
71
1

29
0

３
機
関
合
計

1,
32
9

2,
00
2

4,
11
5

2,
83
3

3,
31
3

6,
14
6

2,
03
1

R
６
年
度

R
７
年
度

対
前
年
比

②
－
①
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令
和

７
年

度
合

計

新 規
継 続

0 時 ～ 9 時

9 時 ～ 1 7 時

1 7 時 ～ 2 4 時

来 所
電 話

そ の 他

女 性
男 性

本 人 自 身

家 族 ・ 知 人

夫 ・ パ ー ト ナ ー

そ の 他

ネ ッ ト ・ サ イ ト

カ ー ド ・ ポ ス タ ー

案 内 ・ パ ン フ

他 機 関 紹 介

マ ス コ ミ 情 報

友 人 ・ 知 人

そ の 他

不 明

県
37

30
67

0
50

17
67

0
67

0
67

58
9

67
59

4
4

0
6
7

3
5

0
1

1
5

0
1

0
1
5

6
7

市
45

8
3,

91
0

4,
36

8
25

3
3,

46
3

65
2

4,
36

8
68

1,
94

3
2,

35
7

4,
36

8
4,

20
2

16
6

4,
36

8
2,

89
3

8
8

1
2
0

1
,2

6
7

4
,3

6
8

7
1
5

4
9

1
3
,1

0
4

0
2
4

6
2

4
1
3

4
,3

6
8

慈
恵

1,
71

1
0

1,
71

1
31

7
82

7
56

7
1,

71
1

6
1,

17
4

53
1

1,
71

1
1,

41
1

30
0

1,
71

1
1,

22
8

3
9

1
7
1

2
7
3

1
,7

1
1

1
,7

0
5

0
0

3
2

0
1

0
1
,7

1
1

合
計

2,
20

6
3,

94
0

6,
14

6
57

0
4,

34
0

1,
23

6
6,

14
6

74
3,

18
4

2,
88

8
6,

14
6

5,
67

1
47

5
6,

14
6

4,
18

0
1
3
1

2
9
5

1
,5

4
0

6
,1

4
6

2
,4

5
5

4
9

2
3
,1

2
2

2
2
5

6
3

4
2
8

6
,1

4
6

未 婚
婚 姻 中

離 婚
不 明

1 5 歳 未 満

1 5 ～ 1 8 歳 未 満

1 8 ～ 2 0 歳 未 満

２ ０ 歳 代

３ ０ 歳 代

４ ０ 歳 代

５ ０ 歳 以 上

不 明
熊 本 市 内

そ の 他 県 内

県 外
不 明

学 生
有 職 者

無 職
不 明

県
12

17
2

6
37

3
5

2
7

6
6

1
7

37
19

10
1

7
3
7

7
1
5

0
1
5

3
7

市
16

0
11

7
7

17
4

45
8

12
29

19
11

0
53

21
6

20
8

45
8

24
5

34
22

1
5
7

4
5
8

5
1

9
4

5
9

2
5
4

4
5
8

慈
恵

35
0

21
4

21
1,

12
6

1,
71

1
38

62
69

20
2

11
8

56
8

1,
15

8
1,

71
1

45
68

51
8

1,
0
8
0

1
,7

1
1

1
4
3

1
5
3

4
3

1
,3

7
2

1
,7

1
1

合
計

52
2

34
8

30
1,

30
6

2,
20

6
53

96
90

31
9

17
7

83
15

1,
37

3
2,

20
6

30
9

11
2

54
1

1,
2
4
4

2
,2

0
6

2
0
1

2
6
2

1
0
2

1
,6

4
1

2
,2

0
6

妊 娠 ・ 避 妊 に 関 す る

思 い が け な い 妊 娠

中 絶
妊 娠 ・ 出 産 前 後 の 不 安

出 産 ・ 養 育 に つ い て

そ の 他

合 計
傾 聴 ・ 助 言

情 報 提 供

来 所 案 内

他 の 相 談 機 関 紹 介

緊 急 対 応

そ の 他

合 計

県
48

9
1

0
2

7
67

67
0

0
0

0
0

67

市
43

8
55

9
99

1,
41

4
1,

64
3

21
5

4,
36

8
3,

02
2

1,
24

5
1

10
1

89
4,

36
8

慈
恵

55
0

25
8

82
72

23
5

51
4

1,
71

1
1,

06
3

27
5

17
6

16
1

21
15

1,
71

1

合
計

1,
03

6
82

6
18

2
1,

48
6

1,
88

0
73

6
6,

14
6

4,
15

2
1,

52
0

17
7

17
1

22
10

4
6,

14
6

情
報

源
別

相
談

内
容

（大
分

類
）

処
理

状
況

婚
姻

の
有

無
年

齢
地

域
職

業

新
・継

時
間

帯
来

・電
性

別
相

談
者
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令
和

７
年

度
合

計
  

相
談

内
容

(小
分

類
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

排 卵 時 期 ・ 受 胎 日 に つ い て

避 妊 に つ い て

緊 急 ピ ル

喫 煙 ・ 薬 物 の 影 響

妊 娠 時 の 異 常

妊 娠 判 定

妊 娠 検 査 薬 に つ い て

服 薬 ・ Ｘ 線 被 爆 等

保 菌 ・ 治 療 中 等

妊 娠 中 の 悩 み

医 療 機 関

そ の 他

暴 力 ・ 強 姦

不 倫
若 年 妊 娠

未 婚 の 妊 娠

望 ま な い 妊 娠

周 囲 （ 家 族 ） の 反 対

夫 ・ パ ー ト ナ ー の 反 対

パ ー ト ナ ー と の 離 別

男 女 判 定

生 活 困 窮

そ の 他

中 絶 費 用

中 絶 で き る 時 期 ・ 周 期

中 絶 で き る 医 療 機 関

相 手 の 同 意

中 絶 の 不 安

中 絶 方 法

そ の 他

県
1

4
3

0
0

7
3

0
0

22
3

5
48

1
0

0
2

4
0

0
0

0
0

2
9

0
0

1
0

0
0

0
1

市
2

59
22

0
24

16
3

39
0

3
11

3
8

5
43

8
37

14
12

5
48

30
1

3
4

4
0

2
3

0
5
5
9

6
2

0
1
5

4
1
2

3
3

9
9

慈
恵

21
32

31
5

36
31

4
6

8
1

34
9

53
55

0
8

9
29

98
48

15
1
5

9
0

9
1
8

2
5
8

3
3

4
1
0

7
2

1
2
5

8
2

合
計

24
95

56
5

60
48

4
48

8
4

16
9

20
63

1,
03

6
46

23
15

4
14

8
35

3
18

1
9

1
3

0
3
2

2
0

8
2
6

9
5

4
2
6

1
1

1
4

4
2
8

1
8
2

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

4
4

4
5

4
6

精 神 的 な 問 題

産 後 の 体 調 不 良

産 後 う つ

マ タ ニ テ ィ ー ・ ブ ル ー

産 後 の 生 活 に つ い て

手 術 に つ い て

そ の 他

出 産 費 用

養 育 費 用

福 祉 サ ー ビ ス

戸 籍 関 係

子 育 て 支 援

就 労 相 談

Ｄ Ｖ ・ 離 婚 相 談

そ の 他

不 妊 治 療

夫 婦 生 活

男 女 問 題

婦 人 科 に 関 す る こ と

研 究 ・ 苦 言

そ の 他 の 相 談

合 　 　 　 計

県
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
2

1
2

0
1

1
2

7
6
7

市
34

7
33

11
0

1,
01

9
0

4
1,

41
4

5
97

50
20

1,
39

9
19

40
13

1,
64

3
15

4
7

7
9

2
1
0
8

2
1
5

4
,3

6
8

慈
恵

48
2

1
1

1
1

18
72

10
9

0
0

10
1

8
19

7
23

5
2

7
7

4
1
3
4

3
6
0

5
1
4

1
,7

1
1

合
計

39
5

35
12

1
1,

02
0

1
22

1,
48

6
15

10
6

50
20

1,
41

0
20

48
21

1
1,

88
0

18
13

1
4

8
4

1
3
7

4
7
0

7
3
6

6
,1

4
6

思
い

が
け

な
い

妊
娠

中
絶

に
つ

い
て

妊
娠

・出
産

前
後

の
不

安
出

産
・
養

育
に

つ
い

て
そ

の
他

妊
娠

・避
妊

に
関

す
る

相
談
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